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在
韓
国
日
本
国
大
使
館
前
に
反
日
的
記
念
碑
が
建
立
さ
れ
る
計
画
に
対
す
る
政
府
の
対
応
に
関
す
る
質
問
主
意

書

新
聞
報
道
に
よ
る
と
、
日
本
統
治
時
代
の
い
わ
ゆ
る
元
従
軍
慰
安
婦
を
支
援
す
る
団
体
で
あ
る
「
韓
国
挺
身
隊
問
題
対
策
協

議
会
」
が
、
我
が
国
の
在
韓
国
大
使
館
の
面
前
に
、
慰
安
婦
を
象
徴
す
る
形
の
記
念
碑
（
以
下
、
「
記
念
碑
」
と
す
る
。
）
を

建
立
す
る
計
画
を
立
て
て
お
り
、
ソ
ウ
ル
市
当
局
も
許
可
を
出
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
右
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

い
わ
ゆ
る
従
軍
慰
安
婦
問
題
に
対
す
る
政
府
の
見
解
如
何
。

二

「
記
念
碑
」
建
立
の
計
画
並
び
に
そ
れ
が
実
行
さ
れ
る
見
通
し
に
関
し
、
政
府
、
特
に
外
務
省
は
正
確
な
情
報
を
把
握
し

て
い
る
か
。

三

「
記
念
碑
」
建
立
は
日
韓
関
係
の
発
展
並
び
に
我
が
国
の
国
益
に
と
り
、
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
。
政
府
、
特
に

外
務
省
の
見
解
如
何
。

四

「
記
念
碑
」
建
立
の
計
画
に
関
し
、
政
府
、
特
に
外
務
省
と
し
て
韓
国
側
に
何
ら
か
の
意
見
を
伝
え
て
い
る
か
。

五

い
わ
ゆ
る
従
軍
慰
安
婦
問
題
に
関
し
、
本
年
九
月
十
五
日
、
韓
国
外
交
通
商
省
は
我
が
国
の
在
韓
国
大
使
館
に
対
し
、
元

慰
安
婦
に
対
す
る
賠
償
請
求
権
を
確
認
す
る
た
め
の
協
議
を
行
う
こ
と
を
、
我
が
国
側
に
申
し
入
れ
た
も
の
の
、
我
が
国
側

一



は
「
法
的
に
解
決
済
み
だ
」
と
し
て
協
議
に
応
じ
な
い
方
針
を
示
し
て
い
る
と
承
知
す
る
。
こ
の
我
が
国
の
方
針
は
、
今
後

一
貫
し
て
変
わ
る
こ
と
は
な
い
か
。
政
府
に
確
認
を
求
め
る
。

右
質
問
す
る
。

二


